
○
総
務
省
令
第
二
十
二
号

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第
六
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
七
十

条
第
三
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
第
六
十
三
条
第
二
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
郵
便
法
施
行
規
則
及
び

国
際
郵
便
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

郵
便
法
施
行
規
則
及
び
国
際
郵
便
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
郵
便
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

郵
便
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
兼
業
）

第
十
八
条
の
二

国
家
機
関
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
行
政

執
行
法
人
、
地
方
公
共
団
体
の
機
関
若
し
く
は
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二



項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
に
就
き
、
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
自
ら
営
利
事

業
に
従
事
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
ほ
か
は

、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

郵
便
認
証
司
の
職
務
の
適
正
な
遂
行
を
妨
げ
る
特
別
な
利
害
関
係
が
生
じ
な
い
こ
と
。

二

郵
便
認
証
司
の
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
生
じ
な
い
こ
と
。

三

郵
便
認
証
司
の
信
用
又
は
品
位
を
害
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

第
二
十
六
条
中
「
（
変
更
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
毎
事
業
年
度
終
了
後
四
月
以
内
に
」
の
下
に
「
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
報
告
書
を
総
務
大
臣

に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改

め
、
「
会
社
の
」
の
下
に
「
主
た
る
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
る
営
業
収
益
及
び
営
業
費
用
は
、
別
記
様
式
第
五
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な

方
法
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
郵
便
物
の
種
類
等
（
内
国
郵
便
業
務
（
国
内
の
み
に
お
い
て
引
受
け
及
び
配
達
を
行
う
郵
便
物

に
係
る
郵
便
の
役
務
を
提
供
す
る
業
務
を
い
う
。
別
記
様
式
第
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
法
第
十
四
条
に
規
定



す
る
郵
便
物
の
種
類
並
び
に
法
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
特
殊
取
扱
を
い
い
、
国
際
郵
便
業
務
（
外

国
に
宛
て
、
又
は
外
国
か
ら
発
す
る
郵
便
物
に
係
る
郵
便
の
役
務
を
提
供
す
る
業
務
を
い
う
。
別
記
様
式
第
五
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
万
国
郵
便
条
約
第
十
三
条
に
規
定
す
る
通
常
郵
便
物
及
び
小
包
郵
便
物
並
び
に
Ｅ
Ｍ
Ｓ
郵
便
物
（

同
条
約
第
十
六
条
に
規
定
す
る
Ｅ
Ｍ
Ｓ
業
務
の
条
件
に
従
っ
て
運
送
さ
れ
る
郵
便
物
を
い
う
。
）
を
い
う
。
別
記
様
式
第

五
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
方
法
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ
と
が

著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
そ
の
全
部
を
主
た
る
関
連
を
有
す
る
郵
便
物
の
種
類
等
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社
は
、
当
該
方
法
に
基
づ
き
作
成
す
る
営
業
収
益
及
び
営
業
費
用
の
整
理
に
関
す
る
計
算

方
法
を
記
載
し
た
書
類
を
総
務
大
臣
に
あ
ら
か
じ
め
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

会
社
は
、
別
記
様
式
第
五
が
前
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
公
認
会
計
士
（

公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）

又
は
監
査
法
人
に
よ
る
証
明
書
を
得
る
と
と
も
に
、
第
一
項
の
報
告
の
際
に
、
当
該
証
明
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条
第
二
号
中
「
地
域
及
び
」
を
削
る
。



第
三
十
二
条
第
八
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

郵
便
切
手
等
の
種
類
ご
と
に
郵
便
に
関
す
る
料
金
の
支
払
の
用
に
供
す
る
も
の
と
し
て
利
用
者
の
便
益
を
考
慮
し
て

適
切
な
金
額
で
郵
便
切
手
等
を
発
行
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

別
記
様
式
第
四
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

（

）

別
記

様
式

第
五

第
二

十
七

条
関

係

郵
便

事
業

の
収

支
の

状
況

に
関

す
る

報
告

書

年
月

日
か

ら

年
月

日
ま

で

（

）

単
位

円

郵
便

の
業

務
の

別
郵

便
物

の
種

類
等

営
業

収
益

営
業

費
用

営
業

損
益

内
国

郵
便

業
務

第
一

種
郵

便
物

第
二

種
郵

便
物

第
三

種
郵

便
物

第
四

種
郵

便
物



特
殊

取
扱

法
第

四
十

四
条

（

）

第
一

項
に

規
定

す
る

も
の

と
し

た
郵

便
物

特
殊

取
扱

法
第

四
十

四
条

（

）

第
二

項
に

規
定

す
る

も
の

と
し

た
郵

便
物

小
計

国
際

郵
便

業
務

通
常

郵
便

物

小
包

郵
便

物

Ｅ
Ｍ

Ｓ
郵

便
物

小
計

合
計

（

）

整
理

方
法



１
郵

便
物

の
種

類
等

ご
と

の
営

業
収

益
及

び
営

業
費

用
と

し
て

特
定

で
き

る
も

の
は

そ
れ

ぞ
れ

の
郵

便
物

の
種

類
等

。

に
直

接
整

理
す

る
こ

と

２
複

数
の

郵
便

物
の

種
類

等
に

関
連

す
る

営
業

費
用

は
次

の
基

準
に

よ
り

そ
れ

ぞ
れ

の
郵

便
物

の
種

類
等

に
整

理
す

る

。

こ
と

営
業

原
価

(
1
)人

件
費

複
数

の
郵

便
物

の
種

類
等

に
係

る
業

務
に

直
接

従
事

し
て

い
る

職
員

の
勤

務
時

間
比

郵
便

物

の
種

類
等

に
係

る
業

務
の

い
ず

れ
か

の
業

務
に

直
接

従
事

し
て

い
る

職
員

の
人

員
数

比
又

は
作

業

内
容

を
同

じ
く

す
る

職
員

の
集

団
ご

と
の

業
務

に
お

い
て

取
り

扱
う

件
数

の
比

若
し

く
は

体
積

の

比

燃
料

費
車

両
を

使
用

し
て

直
接

行
う

業
務

に
お

い
て

複
数

の
郵

便
物

の
種

類
等

に
係

る
業

務
に

直
接

従

事
し

て
い

る
職

員
の

勤
務

時
間

比
取

り
扱

う
件

数
の

比
又

は
体

積
の

比

車
両

修
繕

費
車

両
を

使
用

し
て

直
接

行
う

業
務

に
お

い
て

複
数

の
郵

便
物

の
種

類
等

に
係

る
業

務
に

直
接

従

事
し

て
い

る
職

員
の

勤
務

時
間

比
取

り
扱

う
件

数
の

比
又

は
体

積
の

比

、

、

、、



減
価

償
却

費
関

連
す

る
固

定
資

産
価

額
比

固
定

資
産

を
使

用
し

て
直

接
行

う
業

務
に

お
い

て
複

数
の

郵
便

物
の

種
類

等
に

係
る

業
務

に
直

接
従

事
し

て
い

る
職

員
の

勤
務

時
間

比
取

り
扱

う
件

数
の

比
若

し
く

は
体

積
の

比
又

は
面

積
の

比

施
設

使
用

料
賃

貸
施

設
を

使
用

し
て

直
接

行
う

業
務

に
お

い
て

複
数

の
郵

便
物

の
種

類
等

に
係

る
業

務
に

直

接
従

事
し

て
い

る
職

員
の

勤
務

時
間

比
取

り
扱

う
件

数
の

比
若

し
く

は
体

積
の

比
又

は
面

積
の

比

租
税

公
課

関
連

す
る

固
定

資
産

価
額

比
固

定
資

産
を

使
用

し
て

直
接

行
う

業
務

に
お

い
て

複
数

の
郵

便

物
の

種
類

等
に

係
る

業
務

に
直

接
従

事
し

て
い

る
職

員
の

勤
務

時
間

比
取

り
扱

う
件

数
の

比
若

し
く
は

体
積

の
比

又
は

面
積

の
比

集
配

運
送

委
託

費
集

配
運

送
委

託
契

約
に

基
づ

き
委

託
す

る
業

務
に

お
い

て
取

り
扱

わ
せ

る
件

数
の

比
又

は
体

積

の
比

販
売

費
及

び
一

般
管

理
費

(
2
)人

件
費

複
数

の
郵

便
物

の
種

類
等

に
係

る
業

務
に

直
接

従
事

し
て

い
る

職
員

の
勤

務
時

間
比

郵
便

物

、

、

、

、

、

、



の
種

類
等

に
係

る
業

務
の

い
ず

れ
か

の
業

務
に

直
接

従
事

し
て

い
る

職
員

の
人

員
数

比
作

業
内

容
を

同
じ

く
す

る
職

員
の

集
団

ご
と

の
業

務
に

お
い

て
取

り
扱

う
件

数
の

比
又

は
営

業
原

価
比

減
価

償
却

費
関

連
す

る
固

定
資

産
価

額
比

固
定

資
産

を
使

用
し

て
直

接
行
う

業
務

に
お

い
て

複
数

の
郵

便

物
の

種
類

等
に

係
る

業
務

に
直

接
従

事
し

て
い

る
職

員
の

勤
務

時
間

比
取

り
扱

う
件

数
の

比
若

し
く

は
体

積
の

比
面

積
の

比
又

は
営

業
原

価
比

宣
伝

広
告

費
郵

便
物

の
種

類
等

に
係

る
業

務
の

い
ず

れ
か

の
業

務
に

係
る

宣
伝

広
告

費
比

（
国
際
郵
便
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
際
郵
便
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
（
変
更
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

、

、

、

、


